
様式 １ 公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

国立研究開発法人海洋研究開発機構（法人番号 7021005008268）の役職員の報酬・給与等につい
て（令和７年度）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬については国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に基づき支

給した。このうち、期末特別手当については「文部科学大臣が行う業績評価の結果を

勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、又は減額することができ

る」としており、令和７年度においては当該規定に基づき令和６年度の業績評価を反映

している。

役員報酬水準を検討するにあたって、以下の国家公務員の給与水準及び類似する

企業規模のデータを参考とした。
① 事務次官年間報酬額…２３，２３５千円
② １,０００人以上３,０００人未満の企業規模を有する役員の年間報酬額…３６，１３８千
円
（令和５年民間企業における役員報酬（給与）調査）

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月

額については、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に

則り、本給（１,０７８,０００円）に特別地域手当（本給の月額に１００分の１０

を乗じて得た額）を加算して算出している。期末特別手当についても、国

立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程及び役員の期末特別

手当の支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別地域手当＋本

給×１００分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の各号

に定める割合の合計を乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期

間における在職期間に応じた割合を乗じて得た額にその者の職務実績

に応じ、理事長が△１０％から＋１０％の範囲内で支給割合を増減するこ

とができる額としている。
（１） 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下
「一般職給与法」という。）第１９条の４第２項において、指定職俸給表の
適用を受ける職員の期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表
の適用を受ける職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割
合

なお、令和７年度では、一般職給与法の指定職の改定に準拠した期末
特別手当支給率の引き上げ（年間０．０５月分）を実施した。
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月

額については、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に

則り、本給（８５２,０００円）に特別地域手当（本給の月額に１００分の１０を

乗じて得た額）を加算して算出している。期末特別手当についても、国立

研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程及び役員の期末特別手

当の支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別地域手当＋本給

×１００分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の各号に

定める割合の合計を乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期間

における在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、その者の職務実績に

応じ、理事長が△１０％から＋１０％の範囲内で支給割合を増減すること

ができる額としている。
（１） 一般職給与法第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を
受ける職員の期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表
の適用を受ける職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割
合

なお、令和７年度では、一般職給与法の指定職の改定に準拠した期末
特別手当支給率の引き上げ（年間０．０５月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。月額については、国立
研究開発法人 海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、非常勤役員手
当（常勤役員の本給額を上限に、当該役員の勤務形態等を考慮して理事
長が決定）を支給することとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月
額については、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則
り、本給（７３６,０００円）に特別地域手当（本給の月額に１００分の１０を乗じ
て得た額）を加算して算出している。期末特別手当についても、国立研究
開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程及び役員の期末特別手当の
支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別地域手当＋本給×１０
０分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の各号に定め
る割合の合計を乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期間にお
ける在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、その者の職務実績に応じ、
理事長が△１０％から＋１０％の範囲内で支給割合を増減することができ
る額としている。
（１） 一般職給与法第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を
受ける職員の期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表
の適用を受ける職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割
合

なお、令和７年度では、一般職給与法の指定職の改定に準拠した期末
特別手当支給率の引き上げ（年間０．０５月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。月額については、国立
研究開発法人 海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、非常勤役員手
当（常勤役員の本給額を上限に、当該役員の勤務形態等を考慮して理事
長が決定）を支給することとしている。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,449 12,936 6,219 1,293 （特別地域手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

16,331 10,224 5,034
1,022

50
（特別地域手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

16,471 10,224 4,919
1,022

305
（特別地域手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

16,354 10,224 4,800
1,022

307
（特別地域手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

13,854 8,832 4,044
883
85

（特別地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

2,232 2,232 0 0

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「特別地域手当」は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条の３の

規定に準じて支給する。
注４：単位未満を切り捨てているため、総額が内訳の合計と一致しないものがある。

法人の長

A理事

B理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

B監事
（非常勤）

A監事
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

当機構は、海洋に関する基盤的研究開発及び学術研究に関する協力
等の業務を総合的に行い、海洋科学技術の水準の向上を図り、学術研究
の発展に資することを目的としている。これまで、複数の研究船や探査機
等を保有し運⽤するという機構の強みを生かし、海洋観測や多様な研究
開発による高水準の成果を創出し、その普及・展開を推進してきた。そし
て、機構は、引き続き我が国の海洋科学技術の中核的機関としての役割
を担っている。

そうした組織の中で、海洋研究開発機構の法人の長は、法人全体の研
究業務を総括する一方で、産学官との連携を進めるなど、高いマネジメン
ト能力やリーダーシップに加え、研究分野に対する高度な専門性が求めら
れる。

法人の長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
年間報酬額３６，１３８千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務
次官の年間給与額２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

なお、当機構は独立行政法人通則法において定められているとおり、国
家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務
の実績等を考慮して報酬額を定めている。また、毎年の人事院勧告の結
果を反映しており、報酬水準は妥当であると考える。

当機構は、海洋に関する基盤的研究開発及び学術研究に関する協力
等の業務を総合的に行い、海洋科学技術の水準の向上を図り、学術研究
の発展に資することを目的としている。これまで、複数の研究船や探査機
等を保有し運⽤するという機構の強みを生かし、海洋観測や多様な研究

開発による高水準の成果を創出し、その普及・展開を推進してきた。そし
て、機構は、引き続き我が国の海洋科学技術の中核的機関としての役割
を担っている。

そうした組織の中で、海洋研究開発機構の理事は、各担当の業務を総
括する一方で、法人の長同様に高いマネジメント能力やリーダーシップに
加え、各担当分野に対する高度な専門性が求められる。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役の
年間報酬２１，２４４千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務次
官の年間給与額２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

なお、当機構は独立行政法人通則法において定められているとおり、国
家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務
の実績等を考慮して報酬額を定めている。また、毎年の人事院勧告の結
果を反映しており、報酬水準は妥当であると考える。

該当者なし
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監事

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事
（非常勤）

監事

理事B

法人での在職期間

法人の長

理事A

当機構の監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取
締役の年間報酬額２１，２４４千円と比較した場合、同水準以下であり、また、
事務次官の年間給与額２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

なお、当機構は独立行政法人通則法において定められているとおり、国
家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務
の実績等を考慮して報酬額を定めている。また、毎年の人事院勧告の結
果を反映しており、報酬水準は妥当であると考える。

当機構の監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取
締役の年間報酬額２１，２４４千円と比較した場合、同水準以下であり、また、
事務次官の年間給与額２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

なお、当機構は独立行政法人通則法において定められているとおり、国
家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務
の実績等を考慮して報酬額を定めている。また、毎年の人事院勧告の結
果を反映しており、報酬水準は妥当であると考える。

職務の内容の特性や業務の実績、参考となる他法人及び民間企業との
比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事B
該当者なし

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、
業績勘案率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし
監事

（非常勤）

判断理由
該当者なし

該当者なし

該当者なし
監事

法人の長

役員報酬支給基準のうち、期末特別手当については、国立研究開発法人海洋研究開

発機構役員報酬規程に則り、文部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、その者

の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、又は減額することができることになってい

る。Ⅰ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検討する。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

勤務成績の給与への反映の度合いを高めることを目的とした人事評価制度を導入

し、評価結果を昇給及び期末手当に反映している。

また、特に顕著な業績を挙げた職員に対して業績手当を支給している。

本給は、４号給を標準として１号給から８号給以内の幅において、所属、職種及び職

階ごとに、人事評価結果に応じた昇給幅を定め昇給させている。

期末手当は、所属、職種及び職階ごとに、人事評価に応じて、支給割合を決定して

いる。

国立研究開発法人海洋研究開発機構職員給与規程に則り、本給及び諸手当（超過

勤務手当、休日勤務手当、深夜手当、潜水手当、放射線業務手当、役職手当、船

員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当、寒冷地手当、船舶衛生管理者手当、在船当番手当、年次有

給休暇中の船員に対する食費、期末手当及び業績手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（本給＋地域手当＋役職手当＋広域異動

手当＋研究員調整手当＋船員手当＋職務加算＋役職加算）に人事評価による評

価係数、原資調整の加算係数を乗じ扶養手当を加えた額に、支給月数（６月に支給

する場合においては１００分の２３０、１２月に支給する場合においては１００分の２３５）

を乗じ、さらに基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割

合を乗じて得た額としている。

国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」等の改正に準拠し、本給を級号

ごとに引上げ、期末手当 を年間で０．０５月引き上げた。

当機構職員の給与水準を検討するにあたって、令和７年国家公務員給与等実態
調査結果および令和７年職種別民間給与実態調査結果の表１０ 職種別、企業規
模別、学歴別、年齢階層別平均支給額（事務・技術関係職種）等を参考とした。
① 国家公務員…令和７年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均
給与月額は４１４，４８０円となっており、全俸給表の平均給与月額は４２４，９７９円と
なっている。
② 職種別民間給与実態調査で比較可能な当該法人と同等の規模（企業規模：５０
０人以上）及び学歴（大学卒）の職種別令和７年４月分平均支給額は、事務職では
事務部長８１６，８７９円、事務部次長７３４，６２３円、事務課長６６９，８７２円、事務課
長代理５８３，０４４円、事務係長５２３，２７２円、事務主任４６２，９５１円、事務係員４０
５，６８５円、技術職では技術部長８１０，２８５円、技術部次長７６０，６１５円、技術課
長６８１，３６１円、技術課長代理６１７，１２０円、技術係長５７９，７５６円、技術主任５２
１，７２６円、技術係員４３１，２６２円、となっている。

業務運営の効率化、効果的推進のために、優秀な人材の確保、適切な配置及び
資質の向上を目指し、各事業の遂行に必要とされる人員配置計画を定め、適切な
職員の配置を行い、人件費の管理を行っている。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

639 49.0 8,209 6,925 74 1,284
人 歳 千円 千円 千円 千円

324 47.6 8,534 6,001 76 2,533
人 歳 千円 千円 千円 千円

292 46.9 8,375 5,894 77 2,481
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 54.5 9,982 6,975 67 3,007
人 歳 千円 千円 千円 千円

315 50.3 7,875 7,875 71 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 48.7 8,104 8,104 68 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

111 52.2 3,778 3,778 75 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

187 49.4 10,478 10,478 68 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 47.5 2,967 2,967 119 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

115 41.0 6,377 6,309 80 68
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 49.5 4,061 4,061 71 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 49.5 4,061 4,061 71 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

99 39.6 6,751 6,672 81 79
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 46.6 7,389 7,389 126 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 31.8 5,204 5,204 72 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 49.2 9,732 7,136 248 2,596
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 50.4 3,807 3,807 126 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

46 38.5 7,829 7,829 51 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

産業保健スタッフ

常勤職員
（年俸制）

事務・技術

支援スタッフ

研究職種（年俸制）

アビリティスタッフ

研究職種（年俸制）

産業保健スタッフ

任期付職員

臨時研究補助員

任期付職員
（年俸制）

事務・技術

ポスドク研究員

出向職員

支援スタッフ

任期付職員
（年俸制を含む）

常勤職員

うち賞与平均年齢 うち所定内

全常勤職員（令和８年４月１日時点）： ９３２人

事務・技術

研究職種

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）： ７９０人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

常勤職員
（年俸制を含む）

区分

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 64.3 6,717 6,717 101 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 65.2 8,002 8,002 99 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 63.9 2,849 2,849 129 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.3 6,193 6,193 117 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 64.1 10,707 10,707 55 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注３：在外職員については該当者がいないため、記載をしていない。

注５：非常勤職員については該当者がいないため、記載をしていない。

注６：人員が２名以下の職種については当該個人に関する情報が特定されるため、記載をしていない。

注２：常勤職員の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教員職種（高等専門学校教員）については
該当者がいないため、記載をしていない。

注４：任期制職員の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）については
該当者がいないため、記載をしていない。

人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

シニアスタッフ

研究職種（年俸制）

区分

支援スタッフ

事務・技術

再雇用職員
（年俸制）
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員及び再雇用職員及び年俸制適用者を除
く。以下、⑤まで同じ。〕

注２：年齢４０～４３歳および４４～４７歳の該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。

注２：年齢２０～２３歳の該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 22 55.4 12,219 13,219 ～ 11,024

本部課長 58 53.4 10,412 12,304 ～ 6,066

本部課長補佐 83 50.1 8,540 10,048 ～ 5,863

本部係長 77 45.0 7,129 8,182 ～ 5,493

本部係員 52 33.3 5,629 6,906 ～ 3,731

（研究職員）

平均
人 歳 千円

本部研究部長 9 56.8 12,069 13,905 ～ 9,377

本部研究課長 6 56.2 9,809 11,315 ～ 7,533

本部研究課長補佐・同相当職 14 53.0 8,960 9,877 ～ 6,184

本部主任研究員 3 51.2 8,126 ～

⑤

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 112.4～85.0 111.7～96.3 112.0～90.8

％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 124.9～82.7 112.9～82.5 118.8～82.6

（研究職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 104.9～98.2 103.8～96.3 104.3～97.2

％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 102.6～95.5 106.7～97.9 104.7～96.7

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

人員

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

最高～最低
千円

注１：本部主任研究員の該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
年間給与額の最高額・最低額については表示していない。
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３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 107.7

・年齢・地域勘案 112.2

・年齢・学歴勘案 105.3

・年齢・地域・学歴勘案 111.1

引き続き、人事評価による抑制的昇給制度等により適切な給与水準となるよう努める。

項目

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の
妥当性の検証

（法人の検証結果）
海洋は地球環境の変化に大きく関連し、地球上のすべての生命維持のために必要不可欠

なものである。海洋に関する科学的な知見の充実が重要であり、地球温暖化や巨大海溝型
地震・津波への対応、海洋鉱物資源の開発等、政策課題対応型の研究開発が必要とされて
おり、海洋研究の次世代を担う人材育成の重要性が指摘されている。国家基幹技術を始め
とする海洋に関する基盤的な技術開発力や海洋科学技術に関する基礎的な研究開発力を
着実に強化し、推進することが必要となる。これらの事業の性格が国からの財政支出を受け
ている理由である。このような国家プロジェクトの研究開発の実施のために、高度な専門知識
と業務遂行能力を維持するため現在の給与水準となっている。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘

案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が
高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に 関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び人員配置等を総合的に勘
案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数が全て100を上回ってい
ることについての理由の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、国と職員構成が異な
ること及び高度な専門知識と業務遂行能力を備える人材の確保を図る必要性があること等、
また、初公表時の指数との比較から、適正な給与水準への取り組みが継続されていること等
を考慮すると適切な対応が執られていると考える。引き続き、独立行政法人通則法による「職
員の給与等」の趣旨に則り、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

講ずる措置

内容

対国家公務員
指数の状況

(1)学歴構成
当機構は、海底資源研究開発、海洋・地球環境変動研究開発、海域地震発生帯研究開

発、海洋生命理工学研究開発、先端的基盤技術の開発及びその活用等国家的・社会的
ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発を推進する等、海洋に関する基盤技術開発に
おいて世界をリードする研究開発を推進しており、極めて高度な知識を有する研究者が在籍
している。事務技術組織においては、これらの研究者と一体となり、機構の将来にわたって研
究マネジメント及び機構の組織運営等高度な業務を、迅速かつ的確に遂行していくため、研
究開発、研究施設・設備の運用等専門性の高い事業を理解し、企画立案力、折衝力及び国
際調整力等の優れた能力を必要としている。従って、学歴が大学卒以上（特に理工系修士
課程修了）の者を中心に採用しており、国家公務員行政職と比較して大学卒以上の比率が
非常に高い。
大学卒以上である職員の割合：
●国家公務員(行政職（一）適用者)：６５.１％（うち修士課程修了以上：８.７％）

※令和７年人事院勧告 参考資料「１ 国家公務員給与関係」第２表に基づく
●海洋研究開発機構：８３.５％（うち修士課程修了以上：５２.６％）

(2)管理職員の割合
当機構は、研究者の流動性を維持し世界最先端の研究水準を維持するために研究者の

多くを任期制職員として雇用しているとともに、研究遂行上必要とされる種々の役割と業態に
対応するべく複数の雇用形態を併用した人員体制を採っている。多様な人員の管理に係る
綿密な業務については、各研究組織に事務部門をおき、研究推進に係る事務管理を一手
に担う体制を採っている。また、船舶の運航管理及び勤務形態の複雑な船員の人員管理を
行う事務組織が不可欠である。当機構においては経営企画部、総務部、人事部、経理部等
といった管理部門と、研究推進部門及び船舶運航部門とが密に連携して迅速に判断を下
し、高度な業務を遂行する必要があるため、各事務組織において多くの管理職員を必要とし
ている。これらの組織においては業務の効率化を推進した結果、常勤職員においては、より
担当業務が高度化する傾向にあり、その結果として国家公務員行政職と比較して管理職員
の割合が高くなっている。
管理職員の割合：
●国家公務員：１７.８％

※人事院による「令和７年国家公務員給与等実態調査結果」第１２表における行政職（一）
俸給の特別調整額受給者の割合に基づく
●海洋研究開発機構：２６.３％（ただし、比較対象職員２７８人の他に、事務・技術業務に従
事している年俸制職員２４人、支援スタッフ１１８人、出向職員３人、アビリティスタッフ６人、産
業保健スタッフ３人を加えた場合、管理職の割合は１７.４％となる。）

(3)人員構成
当機構は、人材の活用方針として、任期制職員を積極的に活用している。とりわけ、国家公

務員と比較するならば、行政職（一）俸給表でいうところの１級から３級相当の業務について
は、その業務を担う支援職の制度を設けており、任期制支援職員及び無期雇用支援職員の
担当業務として位置付けている。

現在のラスパイレス指数（対国家公務員指数）においては、その比較対象が月給制の定年
制職員に限定されるため、これら支援職層を中心とする年俸制職員が数字上反映されてい
ない。具体的には、事務・技術系の職員としては定年制及び任期制の合計４３２人が在職し
ている。本紙で公表しているラスパイレス指数は、前述４３２人のうち月給制の定年制職員分
の２７８人（６４.４％）を対象としている。
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研究職員

・年齢勘案 90.6
・年齢・地域勘案 88.9
・年齢・学歴勘案 90.3
・年齢・地域・学歴勘案 87.8

引き続き、人事評価による抑制的昇給制度等により適切な給与水準となるよう努める。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘案
し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が高
い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。（独
立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び人員配置等を総合的に勘
案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結
果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めてい
ただきたい。

講ずる措置

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の
妥当性の検証

（法人の検証結果）
海洋は地球環境の変化に大きく関連し、地球上のすべての生命維持のために必要不可欠

なものである。海洋に関する科学的な知見の充実が重要であり、地球温暖化や巨大海溝型
地震・津波への対応、海洋鉱物資源の開発等、政策課題対応型の研究開発が必要とされて
おり、海洋研究の次世代を担う人材育成の重要性が指摘されている。国家基幹技術を始め
とする海洋に関する基盤的な技術開発力や海洋科学技術に関する基礎的な研究開発力を
着実に強化し、推進することが必要となる。これらの事業の性格が国からの財政支出を受け
ている理由である。このような国家プロジェクトの研究開発の実施のために、高度な専門知識
と業務遂行能力を維持するため現在の給与水準となっている。

注：研究職員については対国家公務員指数が全て100を下回っているため、
「国に比べて給与水準が高くなっている理由」は記載をしていない。

13



４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（扶養親族がいない場合）

○２２歳（大卒初任給）

月額２６１,０００円年間給与３,９２５,０００円

○３５歳（主任）

月額３７５,０００円年間給与６,３３３,０００円

○５０歳（課長）

月額５９７,０００円年間給与１０,５７３,０００円

※扶養親族がいる場合には、上記のほか扶養手当（配偶者は、主任級

以下６，５００円、課長級３，５００円、部長級以上は支給無し、子は１人

につき１０，０００円、いずれも月額）を支給

期末手当の算定にあたり、人事評価の結果により係数を定め、評価結

果を支給額に反映させる仕組みを導入している。

Ⅱ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検

討する。
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Ⅲ 総人件費について

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,686,671 6,621,784 6,636,687 6,560,919 6,739,157 7,057,837 7,331,302
(A)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

149,740 184,122 147,352 254,579 65,227 340,635 251,281
(Ｂ)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

498,966 499,030 499,840 597,097 619,467 647,755 701,231
(Ｃ)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,526,512 1,462,204 1,385,255 1,380,119 1,400,462 1,443,501 1,467,548
(D)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,861,889 8,767,140 8,669,134 8,792,714 8,824,313 9,489,728 9,751,362
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし。

区 分

給与、報酬等支給総額

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

福利厚生費

最広義人件費

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

事務・技術職員及び研究職員の定年年齢は、令和５年３月３１日に定年

年齢を６０歳から６５歳に引き上げた。ただし令和１２年度末までは段階

的に定年年齢を引き上げる移行期間を設定している。定年年齢の引上

げに伴い、６０歳に達して役職に就いている者は６０歳となった年度末に

役職から外れる役職定年の制度を設けている。また、職員の本給は６０

歳に達した翌年度から７割水準としている。

主に令和７年度人事院勧告（俸給表引上げ改定、期末手当月数増）や外部資金獲得による

新規事業への対応により、「給与、報酬等支給総額」が対前年度比約273,464千円（3.9％）の

増加、「非常勤役員等給与」が対前年度比約53,476千円（8.3％）の増加となり、併せて法定福

利費も対前年度比約24,838千円（1.9％）の増加となった。また「退職手当支給額」は、定年年

齢の引き上げに伴い前年度より退職者が減少したこと等により、対前年度比約89,354千円

（26.2％）の減少となった。

以上から、「最広義人件費」は、対前年度比約261,634千円（2.8％）の増加となった。

なお「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２９年11月１７日閣議決定）に基

づき、平成３０年１月１日から以下の措置を講ずることとした。

役職員の退職手当について、国と同様に退職給付に係る調整率を改正し、支給水準の引き

下げを実施した。

役員に関する講じた措置の概要：調整率を国と同様に「１００分の８７」から「１００分の８３．７」

に引き下げ、支給割合を「１００分の１０．８７５」から「１００分の１０．４６２５」に改めた。

職員に関する講じた措置の概要：調整率を国と同様に「１００分の８７」から 「１００分の８３．７」

に引き下げ、これに伴う退職事由・勤続期間別割合の改定を行った。
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